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○袖ケ浦市心身障害児福祉手当支給条例  

昭和５４年３月１４日 

条例第４号 

（目的） 

第１条 この条例は、精神又は身体に障害を有する児童の保護者に対し、

心身障害児福祉手当（以下「手当」という。）を支給することによって、

その家庭の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「障害児」とは、２０歳未満の在宅者で、次の

各号に掲げるものをいう。ただし、障害を支給事由とする年金を受給し

ている者は除く。 

(1) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１２条第１項に規定す

る児童相談所又は知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１

２条に規定する知的障害者更生相談所が判定した知能指数５０以下の

者 

(2) 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の

規定による身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則

（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５号に規定する３級以上に該

当する障害を有する者 

２ この条例において「保護者」とは、児童福祉法第６条に規定する者を

いう。 

（平１１条例１５・平２５条例２０・平２５条例４０・一部改正） 

（受給権者） 

第３条 本市の住民基本台帳に記録されている障害児の保護者は、この条

例の定めるところにより手当を受けることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、障害児が特別児童扶養手当等の支給に関す

る法律（昭和３９年法律第１３４号）に定める障害児福祉手当を受けら

れるときは、手当を支給しない。 
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（昭６２条例５・平２５条例４０・一部改正） 

（申請及び決定等） 

第４条 手当の支給を受けようとする保護者は、市長に申請しなければな

らない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、審査しこれを決定す

る。 

（受給権の消滅） 

第５条 手当の支給決定を受けた保護者（以下「受給者」という。）が、

第３条に規定する受給権者でなくなったとき又は障害児が次の各号のい

ずれかに該当するときは、手当の受給権は消滅する。 

(1) 障害児が死亡したとき。 

(2) 障害児が第２条第１項に規定する障害に該当しなくなったとき。 

(3) 障害児が満２０歳に達したとき。 

（手当の額及び支給等） 

第６条 手当の支給額は、障害児１人につき月額８，６５０円とし、次の

表に掲げる区分によって支給する。 

期別 期間 支給月 

第１期 ４月から７月まで ８月 

第２期 ８月から１１月まで １２月 

第３期 １２月から３月まで ４月 

２ 手当の支給は、第４条第１項の規定による申請を受けた日の属する月

の翌月から受給権の消滅した日の属する月までとする。 

（昭６０条例２２・昭６２条例１７・昭６３条例１２・平元条例２

２・平２条例１１・平３条例２４・平３条例３８・平４条例１３・

平５条例１７・平６条例２０・平２５条例４０・一部改正） 

（未支払の手当） 

第７条 受給者が死亡し、又は所在不明のため手当を支給することができ

ないときは障害児を現に監護している者に対して支給することができる。 
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（支給の停止又は制限） 

第８条 手当は、障害児及び受給者若しくはそれらの配偶者又はそれらの

者の生計を維持する扶養義務者（民法（明治２９年法律第８９号）の規

定による扶養義務者をいう。）の前年（１月から６月までの間に第４条

の規定により申請する場合は、前々年）の所得税課税所得金額（各種所

得控除後の額）が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律及び特別児

童扶養手当等の支給に関する法律施行令（昭和５０年政令第２０７号）

に基づく障害児福祉手当の所得制限限度額を超える場合、その年の８月

から翌年の７月までは支給しない。 

（平２５条例４０・追加） 

第９条 手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額

の全部又は一部を支給しないことができる。 

(1) 受給者が正当な理由がなくて第１３条の規定による命令に従わず、

診断を拒んだとき。 

(2) 受給者が障害児の監護又は養育を著しく怠っているとき。 

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

（平２５条例４０・旧第８条繰下・一部改正） 

（手当の返還） 

第１０条 市長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けていた

者があるときは、その者に既に支給された手当の全部又は一部を返還さ

せることができる。 

（平２５条例４０・旧第９条繰下） 

（手当を支給しない場合等の理由の提示） 

第１１条 市長は、第９条の規定による手当を支給しない場合又は前条の

規定による手当を返還させる場合は、当該支給をしない者又は返還をさ

せる者に対し、その理由を示さなければならない。 

（平８条例２０・追加、平２５条例４０・旧第１０条繰下・一部改

正） 
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（譲渡等の禁止） 

第１２条 手当の支給を受ける権利は譲渡し、又は担保に供してはならな

い。 

（平８条例２０・旧第１０条繰下、平２５条例４０・旧第１１条繰

下） 

（受診命令） 

第１３条 市長は必要があると認めるときは、受給者に対し、障害児の障

害程度の判定を受けるよう指示することができる。 

（平８条例２０・旧第１１条繰下、平２５条例４０・旧第１２条繰

下） 

（委任） 

第１４条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

（平８条例２０・旧第１２条繰下、平２５条例４０・旧第１３条繰

下） 

附 則 

この条例は、昭和５４年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５４年条例第２６号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和５４年４月１日から適用する。 

附 則（昭和５５年条例第１９号） 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、昭和５５年４月１日から適用する。 

（手当の内払） 

２ 改正前の条例の規定により、昭和５５年４月１日から施行日の前日ま

でに支払われた手当は、改正後の条例の規定による手当の内払いとみな

す。 

附 則（昭和５６年条例第１９号） 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、昭和５６年４月１日から適用する。 
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（手当の内払） 

２ 改正前の条例の規定により、昭和５６年４月１日から施行日の前日ま

でに支払われた手当は、改正後の条例の規定による手当の内払いとみな

す。 

附 則（昭和５７年条例第１９号） 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、昭和５７年４月１日から適用する。 

（手当の内払） 

２ 改正前の条例の規定により、昭和５７年４月１日から施行日の前日ま

でに支払われた手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。 

附 則（昭和５８年条例第２４号） 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、昭和５８年４月１日から適用する。 

（手当の内払） 

２ 改正前の条例の規定により、昭和５８年４月１日から施行日の前日ま

でに支払われた手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。 

附 則（昭和５９年条例第３８号） 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の袖ケ浦町心身障害児福祉

手当支給条例（以下「新条例」という。）の規定は、昭和５９年４月１

日から適用する。 

（手当の内払） 

２ 改正前の条例の規定により、昭和５９年４月１日から施行日の前日ま

でに支払われた手当は、新条例の規定による手当の内払とみなす。 

附 則（昭和６０年条例第２２号） 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の袖ケ浦町心身障害児福祉

手当支給条例（以下「新条例」という。）の規定は、昭和６０年４月１
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日から適用する。 

（手当の内払） 

２ 改正前の条例の規定により、昭和６０年４月１日から施行日の前日ま

でに支払われた手当は、新条例の規定による手当の内払とみなす。 

附 則（昭和６２年条例第５号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の袖ケ浦町心身障害児福祉手

当支給条例の規定は、昭和６１年４月１日から適用する。 

附 則（昭和６２年条例第１７号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の袖ケ浦町ねたきり老人福祉

手当支給条例、袖ケ浦町重度痴呆性老人福祉手当支給条例、袖ケ浦町心身

障害児福祉手当支給条例及び袖ケ浦町重度心身障害者福祉手当支給条例の

規定は、昭和６２年４月１日から適用する。 

附 則（昭和６３年条例第１２号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の袖ケ浦町ねたきり老人福祉

手当支給条例、袖ケ浦町重度痴呆性老人福祉手当支給条例、袖ケ浦町心身

障害児福祉手当支給条例及び袖ケ浦町重度心身障害者福祉手当支給条例の

規定は、昭和６３年４月１日から適用する。 

附 則（平成元年条例第２２号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の袖ケ浦町ねたきり老人福祉

手当支給条例、袖ケ浦町重度痴呆性老人福祉手当支給条例、袖ケ浦町心身

障害児福祉手当支給条例及び袖ケ浦町重度心身障害者福祉手当支給条例の

規定は、平成元年４月１日から適用する。 

附 則（平成２年条例第１１号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の袖ケ浦町ねたきり老人福祉

手当支給条例、袖ケ浦町重度痴呆性老人福祉手当支給条例、袖ケ浦町重度

心身障害者福祉手当支給条例及び袖ケ浦町心身障害児福祉手当支給条例の

規定は、平成２年４月１日から適用する。 

附 則（平成３年条例第２４号） 
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この条例は、平成３年４月１日から施行する。 

附 則（平成３年条例第３８号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の袖ケ浦市ねたきり老人福祉

手当支給条例、袖ケ浦市重度痴呆性老人福祉手当支給条例、袖ケ浦市重度

心身障害者福祉手当支給条例及び袖ケ浦市心身障害児福祉手当支給条例の

規定は、平成３年４月１日から適用する。 

附 則（平成４年条例第１３号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の袖ケ浦市ねたきり老人福祉

手当支給条例、袖ケ浦市重度痴呆性老人福祉手当支給条例、袖ケ浦市重度

心身障害者福祉手当支給条例及び袖ケ浦市心身障害児福祉手当支給条例の

規定は、平成４年４月１日から適用する。 

附 則（平成５年条例第１７号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の袖ケ浦市ねたきり老人福祉

手当支給条例、袖ケ浦市重度痴呆性老人福祉手当支給条例、袖ケ浦市重度

心身障害者福祉手当支給条例及び袖ケ浦市心身障害児福祉手当支給条例の

規定は、平成５年４月１日から適用する。 

附 則（平成６年条例第２０号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の袖ケ浦市ねたきり老人福祉

手当支給条例、袖ケ浦市重度痴呆性老人福祉手当支給条例、袖ケ浦市重度

心身障害者福祉手当支給条例及び袖ケ浦市心身障害児福祉手当支給条例の

規定は、平成６年４月１日から適用する。 

附 則（平成８年条例第２０号） 

この条例は、平成９年７月１日から施行する。 

附 則（平成１１年条例第５号） 

この条例は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年条例第２０号） 

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年条例第４０号） 
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（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行し、平成２６年４月分の手

当から適用する。ただし、第１３条を第１４条とし、第１２条を第１３

条とし、第１１条を第１２条とする改正規定、第１０条の改正規定、同

条を第１１条とし、第９条を第１０条とする改正規定、第８条の改正規

定、同条を第９条とする改正規定及び第７条の次に１条を加える改正規

定は、平成２６年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成２６年３月中になされた申請において、この条例の施行の日にお

いて決定されていないものについての支給開始月及び平成２６年３月分

の手当の額は、なお従前の例による。 
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○袖ケ浦市心身障害児福祉手当支給条例施行規則  

昭和５４年４月１日 

規則第５号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、袖ケ浦市心身障害児福祉手当支給条例（昭和５４年

条例第４号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定める

ものとする。 

（申請） 

第２条 条例第４条第１項の規定による申請は、袖ケ浦市心身障害児福祉

手当支給申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて提出しなけれ

ばならない。ただし、障害児及びその属する世帯の世帯員の同意を得て、

市が保管する公簿等によって確認することができるものについては、添

付書類の全部又は一部を省略することができる。 

(1) 世帯全員の住民票の写し 

(2) 身体障害者手帳又は療育手帳若しくは知的障害者更生相談所の判

定書 

(3) 袖ケ浦市心身障害児福祉手当所得状況届・現況届（兼同意書）（様

式第２号） 

(4) 障害児若しくはその保護者又はそれらの者の配偶者若しくはそれ

らの者の生計を維持する民法（明治２９年法律第８９号）に定める扶

養義務者の所得税課税所得金額を証する書類 

（平２６規則１２・全改） 

（決定） 

第３条 市長は、前条に規定する申請書により申請を承認したときは、袖

ケ浦市心身障害児福祉手当支給決定（変更）通知書（様式第３号）によ

り、却下したときは袖ケ浦市心身障害児福祉手当支給申請却下通知書（様

式第４号）により申請者に通知するものとする。 

（平２６規則１２・一部改正） 
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（所得状況の届出） 

第４条 受給者は、毎年、袖ケ浦市心身障害児福祉手当所得状況届・現況

届（兼同意書）に第２条第１項第１号及び第４号に掲げる書類を添えて、

市長に提出しなければならない。ただし、袖ケ浦市心身障害児福祉手当

支給申請書に添えて提出されている場合は、この限りでない。 

２ 前項の添付書類は、受給者及びその属する世帯の世帯員の同意を得て、

市が保管する公簿等により確認することができるものについては省略す

ることができる。 

（平２６規則１２・追加） 

（支給停止の通知） 

第５条 市長は、条例第８条の規定により袖ケ浦市心身障害児福祉手当を

支給しないときは、袖ケ浦市心身障害児福祉手当支給停止通知書（様式

第５号）により当該受給者に通知するものとする。 

（平２６規則１２・追加） 

（住所、氏名又は振込口座変更届） 

第６条 受給者のうち本人及び障害児が住所、氏名又は振込口座を変更し

たときは、袖ケ浦市心身障害児福祉手当受給者住所・氏名・口座変更届

（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

（平２６規則１２・旧第４条繰下・一部改正） 

（消滅の届出） 

第７条 受給者は条例第５条の規定に該当するに至ったときは、袖ケ浦市

心身障害児福祉手当消滅届（様式第７号）を市長に提出しなければなら

ない。 

（平２６規則１２・旧第５条繰下・一部改正） 

（受給者の変更） 

第８条 受給者が死亡又は所在不明になったときは、受給者に代わって障

害児を監護する者が変更申請をすることができる。 

２ 前項の申請は、袖ケ浦市心身障害児福祉手当受給者変更申請書（様式



【届出_根拠規範】12_千葉県袖ケ浦市_1_5 
 

第８号）を市長に提出しなければならない。 

（平２６規則１２・旧第６条繰下・一部改正） 

（変更認定） 

第９条 前条の申請書の提出があった場合は、第３条の規定を準用する。 

（平２６規則１２・追加・旧第７条繰下） 

（手当の支給） 

第１０条 条例第６条に規定する手当の支給は、その都度支給期日を受給

者に通知し、口座振替等の方法により行うものとする。 

（平２６規則１２・旧第７条繰下・旧第８条繰下） 

（台帳） 

第１１条 市長は、手当の支給に関し次に定める事項を記載し整理するた

め、台帳を作成するものとする。 

(1) 受給者氏名 

(2) 障害児氏名 

(3) 障害児の住所 

(4) 障害児の生年月日 

(5) 障害児の個人番号 

(6) 障害児の障害種別 

(7) 障害児の障害程度 

(8) 振込先 

(9) 支給・停止状況 

(10) 支給開始年月 

(11) 受給権消滅年月日 

(12) 受給権消滅理由 

２ 前項に規定する台帳は、電子計算機により管理できるものとする。 

（平２６規則１２・旧第８条繰下・旧第９条繰下・一部改正、平２

７規則５１・一部改正） 

附 則 
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この規則は、昭和５４年４月１日から施行する。 

附 則（平成１１年規則第６号） 

この規則は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年規則第１２号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、第２条の規

定は、平成２６年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 前項の規定によるそれぞれの施行期日において、第１条及び第２条の

規定によりそれぞれ改正される前の袖ケ浦市重度心身障害者福祉手当支

給条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第１

条及び第２条の規定によりそれぞれ改正されたこの規則の相当規定によ

りなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

附 則（平成２７年規則第５１号） 

この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 

附 則（平成２８年規則第１０号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 
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